
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

都市計画の図書の写しの縦覧 ( 都 市 政 策 課 ) 5

同件 ( 同 ) 5

( 出 納 局 )

833 3保安林の指定施業要件の変更に係る通知 ( 治 山 林 道 課 )

3

令和6年12月6日

第　573　号三重県公報
(金)

毎週火・金曜日発行

公 安 委 規 則

4

( 建 築 開 発 課 )

8 三重県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 ( 公 安 委 員 会 ) 2

同件 ( 同 )

4

4

公共測量が終了した旨の通知 ( 同 )

同件 ( 同 )

( 同 )

三重県収納代理金融機関の指定の一部を改正する告示

公 告

告 示

公共測量を実施する旨の通知 ( 公 共 用 地 課 )

834

5

4

5

832 (農産物安全・流通
課)

3

開発行為に関する工事の完了

同件

831 外国人住民国籍・地域別人口調査の実施 (ダイバーシティ社
会推進課)

2

農産物検査法の規定による地域登録検査機関からの登録事項の変更の届出

令和6年12月6日 三　重　県　公　報 第　573　号

1



 

公 安 委 規 則 

 

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 六 年 十 二 月 六 日  

三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   志   田   幸   雄  

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号  

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 三 （ 第 十 三 条 の 二 関 係 ）  別 表 第 三 （ 第 十 三 条 の 二 関 係 ）  

 区 分  路 線 名  区 間    区 分  路 線 名  区 間   

 一  

～  

一 九  

（ 略 ）  （ 略 ）    一  

～  

一 九  

（ 略 ）  （ 略 ）   

 二 〇  一 般 国 道

四 二 号  

 三 重 県 南 牟 婁 郡 紀 宝 町 成 川 字 耳

切 三 番 二 か ら 三 重 県 南 牟 婁 郡 紀 宝

町 鵜 殿 字 上 地 （ 県 境 ） ま で  

   

 二 一  

～  

三 六 〇  

（ 略 ）  （ 略 ）    二 〇  

～  

三 五 九  

（ 略 ）  （ 略 ）   

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 十 二 月 七 日 か ら 施 行 す る 。  

 

                   

告 示 

 

三重県告示第 831 号 

 外国人住民国籍・地域別人口調査を次のとおり実施します。 

  令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  調査の目的 

  三重県内の外国人住民数の状況を把握し、国際化推進施策及び多文化共生推進施策を進めるための基礎資料

を得ることを目的とする。 

2  調査の基準となる期日 

  令和 6 年 12 月 31 日 

3  調査対象者 

  令和 6 年 12 月 31 日現在で各市町の住民基本台帳に登録されている外国人住民 

4  調査の報告者 

  県内全市町の各担当課 

5  調査の方法 

  調査票を電子メールにて配付し、電子メールで回答 

6  調査の主な内容 

国籍・地域別人口 
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三重県告示第 832 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 6 年 12 月 6 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 17 年 8 月 3 日 第 46 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

有限会社なかばやし 取締役 伊東 良将 三重県鈴鹿市国府町 2180-1 

3  変更内容 

代表者の氏名の変更 

取締役 伊東 良将 

 

三重県告示第 833 号 

次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安林

の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法第

189 条の規定により、その通知の内容を紀北町役場の掲示場に掲示するとともにその要旨を告示します。 

令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1   通知することができない者の氏名 

植村 嘉朗 

2  通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

北牟婁郡紀北町船津字前柱 567 の 5 

(2)  保安林として指定された目的 

    土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア  立木の伐採の方法 

    (ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び紀北町役場に備え置いて縦覧

に供します。） 

 

三重県告示第 834 号 

 三重県収納代理金融機関の指定の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 6 年 12 月 6 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

   三重県収納代理金融機関の指定の一部を改正する告示 

 三重県収納代理金融機関の指定（平成 4 年三重県告示第 450 号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

1  三重県収納代理金融機関 1  三重県収納代理金融機関 

（略）     （略）     （略） （略）     （略）     （略） 
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㈱あいち銀行  国内所在の店舗 

（略）     （略）     （略） 

㈱中京銀行    〃 

㈱愛知銀行   国内所在の店舗 

（略）     （略）     （略） 

2  （略） 2  （略） 

   附 則 

 この告示は、令和 7 年 1 月 1 日から施行する。  

                   

                  

公 告 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県知事から通知がありました。 

    令和 6 年 12 月 6 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（農地の地区界測量） 

2   作業期間 

    令和 6 年 11 月 25 日から令和 7 年 3 月 28 日まで 

3   作業地域 

伊勢市磯町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県桑名農政事務所長から通知がありました。 

    令和 6 年 12 月 6 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量及び水準測量） 

2   作業期間 

    令和 6 年 11 月 25 日から令和 7 年 1 月 27 日まで 

3   作業地域 

桑名市多度町福永、同市多度町上之郷及び同市多度町南之郷 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県志摩建設事務所長から通知がありました。 

    令和 6 年 12 月 6 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（3 級基準点測量、4 級基準点測量及び 3 級水準測量） 

2   作業期間 

    令和 6 年 12 月 2 日から令和 7 年 2 月 26 日まで 

3   作業地域 

志摩市浜島町浜島 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、菰野町長から通知がありました。 

    令和 6 年 12 月 6 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（航空レーザ測量） 
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2   作業期間 

    令和 6 年 11 月 29 日から令和 7 年 3 月 25 日まで 

3   作業地域 

三重郡菰野町の一部 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 6 年 10 月 30 日に終了した旨、四日市港管理組合管理者から通知がありました。 

    令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業地域 

四日市市三田町 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、津市

から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の規定

により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  都市計画の種類及び名称 

  津都市計画公園 

   2・2・102 号観音寺公園 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、津市

から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の規定

により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  都市計画の種類及び名称 

  津都市計画道路 

   3・3・5 号津海岸御殿場線 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和 6 年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 6 年 
11 月 20 日 

いなべ市員弁町下笠田字旭 1483-4 

桑名市星見ケ丘 8 丁目 405-1 ルミエール星見
ヶ丘Ａ202 

辻󠄀村 隆 
桑名市星見ケ丘 8 丁目 405-1 ルミエール星見
ヶ丘Ａ202 

辻󠄀村 奈央 

令和 6 年 

11 月 25 日 
三重郡菰野町大字千草字神畑 2005 ほか 3 筆 

愛知県大府市江端町 4 丁目 110 ハイツおおみ
ねＡ203 号 
宇納 正貴 

愛知県大府市江端町 4 丁目 110 ハイツおおみ
ねＡ203 号 
宇納 夏美 
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令和 6 年 
11 月 26 日 

多気郡明和町大字蓑村字馬堀 1166-1 ほか 5 筆 
伊勢市小俣町湯田 730-1 
三重電子株式会社 

代表取締役 林 雅哉 

令和 6 年 

11 月 27 日 
伊勢市小俣町明野 352-7 

伊勢市小俣町湯田 794-11 
理楽株式会社 
代表取締役 瀬古 長司 
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